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今後の教育活動について 
     

秋冷の候、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。また、日頃より本校

の教育活動にご理解、ご協力いただき深く感謝いたします。 

 さて、報道でもありますように、大阪府に発出されている緊急事態宣言が解除されることとなりまし

た。そこで現在の状況と今後の教育活動についてお伝えいたします。 

 学校は集団生活の場ですので、感染を広げないために、ご協力をお願いいたします。 

  

１．現在の状況について 

茨木市の地域感染レベル レベル２（収束局面） 

授業形態 通常授業 

身体的距離の確保 １ｍを目安に学級内で最大限の間隔を取る 

感染リスクの高い教科活動 感染リスクの低い活動から徐々に実施 

 

２．感染レベル２における対応について 

具体的な活動場面ごとの感染予防対策について 

各教科共通 

マスクを常時着用の上、 

●グループ活動（ペアワーク）を行う場合は長時間にならないようにする。 

●近距離で一斉に大きな声を出す活動は行わない。 

理科 ●実験観察を行う場合は、児童が近距離にならないようにする。 

音楽 

●マスクを常時着用の上、合唱を行う場合は、児童の距離をできるだけとる。 

●リコーダーや鍵盤ハーモニカなどのマスクを外す楽器演奏を実施する場合は、児童間の 

距離を前後左右とも１ｍ以上あける。 

図工 ●共同制作を行う場合は、児童が近距離での活動は行わない。 

家庭科 
●調理実習を行う場合は、マスク着用の上、こまめな手洗いの徹底と、役割を分担し身体

的距離をそれぞれ保ちながら行う。 

外国語 

外国語活動 

●ペアやグループ活動は、各教科共通に準じる。 

●ハイタッチなどの身体接触は行わない。 

体育 

●熱中症対策のため、マスクを着用しない。 

（感染不安や体調などの理由でマスクは着用することは構わない。） 

●組み合ったり接触したりする運動は行わない。（ペアでの準備体操等） 

●接触する可能性の高い種目は、室内(体育館)では行わない。（バスケットのゲーム等） 

その他 
●休み時間は、マスク着用。呼気の激しくなるような運動は行わない。 

●遊具の使用は可。休み時間終了後の手洗いを徹底する。 

 



３．今後の教育活動について 

① 校外学習、社会見学について 
   ・感染防止対策を徹底したうえで実施いたします。 

   ・移動先の都道府県が大阪からの受け入れを拒否している場合は、中止または延期いたします。 
  

② 運動会について  
・来場者も含めて感染症防止対策を徹底した上で実施いたします。 

・9 月 16 日付で配布の「運動会実施について」プリントの通り行います。再度ご確認ください。 
 

③ 音楽会について 
・感染予防対策をとった上で、実施ができるか検討しております。決定次第連絡いたします 
 

④ 給食指導について 
 ・感染リスクの高い活動であるので、引き続き手洗いや配膳時から話しをしないことを徹底し、 

密にならない、人との接触をできるだけ避けるよう指導をします。 
 

⑤ トイレについて 
・感染リスクが高いことから、引き続きトイレ清掃については、児童は行わず、委託業者に清掃 

 を行ってもらいます。 

・引き続き、各学年、指定の場所のトイレを使用いたします。 
  
４．お願い 

（１）毎朝の健康観察について 
    引き続き、朝の検温をお願いします。体調の悪い時は無理せず、休ませてください。また、検温 

をせず登校した場合は、教室には入れず職員室で検温してから教室に行きます。登校カードの記 

入を忘れずお願いいたします。 
 

  （２）メール配信 
    緊急の場合は、ミマモルメで配信メールを送ります。メールを受けるだけであればミマモルメの 

料金は発生いたしません。まだご登録がお済みでない保護者様はご登録をお願いいたします。 

登録方法につきましては白川小学校ホームページのリンク先からでも確認できます。 
 

（３）欠席の際の連絡帳について 
緊急事態宣言下では、連絡帳を介しての連絡は止めておりましたが、今後につきましては従来通

り欠席連絡等は連絡帳でお願いします。個別の事情がある場合は、引き続き電話または欠席連絡

フォームでお願いいたします。 
 

（４）PCR 検査を受検される場合について 
児童または、同居家族が PCR 検査を受検されることが決定した時点で、必ず学校に連絡を 

お願いいたします。病院または保健所からの指示で、児童または、同居家族が PCR 検査を受検 

される場合、児童は自宅待機をお願いします。 
 

  （５）濃厚接触者となった場合について 
    児童または、同居家族が濃厚接触者となった時点で、必ず学校に連絡をお願いいたします。今後 

の登校についてご相談させていただきます。 


